
 

障害者政策委員会 第４小委員会（第２回） 
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 在
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
い
て
（
居
宅
支
援
、
移
動
支
援
、
地
域
移
行
等
）
 

日
中
活
動
系
事
業
及
び
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
 

サ
ー
ビ
ス
基
盤
に
つ
い
て
（
質
の
向
上
、
人
材
確
保
・
育
成
等
）
 

   

平
成
２
４
年
１
１
月
１
2
日
 

厚
生
労
働
省
 

 

- 1 -



障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
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第
３
期
障
害
福
祉
計
画
（
平
成
２
４
年
度
～
２
６
年
度
）
の
内
容
（
訪
問
系
・
施
設
系
・
居
住
系
）
 

１
．
訪
問
系
（
居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護
、
行
動
援
護
、
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
）
 
 

【
第
３
期
障
害
福
祉
計
画
（
見
込
）
】
福
島
県
を
除
く
 
 

平
成
２
４
年
度
末
 
 
 
 
平
成
２
５
年
度
末
 
 
 
 
平
成
２
６
年
度
末
 

約
５
４
５
万
時
間
 
 
 
 
約
５
９
９
万
時
間
 
 
 
 
約
６
５
２
万
時
間
 

【
実
績
】
国
保
連
デ
ー
タ
よ
り
 
 

平
成
２
０
年
度
末
 
 
 
 
平
成
２
１
年
度
末
 
 
 
 
平
成
２
２
年
度
末
 
 
 
 
平
成
２
3
年
度
末
 

 
 
約
３
２
６
万
時
間
 
 
 
 
約
３
６
６
万
時
間
 
 
 
 
約
３
９
４
万
時
間
 
 
 
 
約
４
６
２
万
時
間
 

※
平
成
２
３
年
１
０
月
か
ら
同
行
援
護
を
個
別
給
付
化
。
 
 

２
．
施
設
系
（
施
設
入
所
支
援
）
 
 

【
第
３
期
障
害
福
祉
計
画
（
見
込
）
】
福
島
県
を
除
く
 
 

平
成
２
４
年
度
末
 
 
 
 
平
成
２
５
年
度
末
 
 
 
 
平
成
２
６
年
度
末
 

約
１
３
．
３
万
人
 
 
 
 
約
１
３
．
２
万
人
 
 
 
 
約
１
３
．
０
万
人
 

【
実
績
】
国
保
連
デ
ー
タ
よ
り
 
 

 
平
成
２
０
年
度
末
 
 
 
 
平
成
２
１
年
度
末
 
 
 
 
平
成
２
２
年
度
末
 
 
 
 
平
成
２
3
年
度
末
 

 
 
 
約
３
．
１
万
人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
約
５
．
２
万
人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
約
７
．
１
万
人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
約
１
１
．
１
万
人
 

※
実
績
値
は
新
体
系
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
分
の
み
。
 
 

※
平
成
２
４
年
度
以
降
は
制
度
改
正
に
よ
り
児
童
福
祉
法
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
へ
移
行
し
た
者
を
含
む
。
 
 

３
．
居
住
系
（
共
同
生
活
介
護
・
共
同
生
活
援
助
）
 
 

【
第
３
期
障
害
福
祉
計
画
（
見
込
）
】
福
島
県
を
除
く
 
 

平
成
２
４
年
度
末
 
 
 
 
平
成
２
５
年
度
末
 
 
 
 
平
成
２
６
年
度
末
 

約
８
．
１
万
人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
約
８
．
９
万
人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
約
９
．
８
万
人
 

【
実
績
】
国
保
連
デ
ー
タ
よ
り
 
 

 
平
成
２
０
年
度
末
 
 
 
 
平
成
２
１
年
度
末
 
 
 
 
平
成
２
２
年
度
末
 
 
 
 
平
成
２
3
年
度
末
 

 
 
 
約
４
．
８
万
人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
約
５
．
６
万
人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
約
６
．
３
万
人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
約
７
．
２
万
人
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第
３
期
障
害
福
祉
計
画
（
平
成
２
４
年
度
～
２
６
年
度
）
の
内
容
（
日
中
活
動
系
）
 

１
．
短
期
入
所
 
 

【
第
３
期
障
害
福
祉
計
画
（
見
込
）
】
福
島
県
を
除
く
 
 

平
成
２
４
年
度
末
 
 
 
 
 
平
成
２
５
年
度
末
 
 
 
 
 
平
成
２
６
年
度
末
 

約
２
７
．
７
万
人
日
分
 
 
 
 
 
 
 
約
３
０
．
３
万
人
日
分
 
 
 
 
 
 
 
約
３
３
．
０
万
人
日
分
 

【
実
績
】
国
保
連
デ
ー
タ
よ
り
 
 

平
成
２
０
年
度
末
 
 
 
 
 
平
成
２
１
年
度
末
 
 
 
 
 
平
成
２
２
年
度
末
 
 
 
 
 
平
成
２
3
年
度
末
 

 
約
１
８
．
０
万
人
日
分
 
 
 
 
 
 
 
 
約
１
９
．
９
万
人
日
分
 
 
 
 
 
 
 
 
約
２
１
．
０
万
人
日
分
  
 
 
 
 
 
 
約
２
３
．
５
万
人
日
分
 

２
．
療
養
介
護
 

【
第
３
期
障
害
福
祉
計
画
（
見
込
）
】
福
島
県
を
除
く
 
 

平
成
２
４
年
度
末
 
 
 
平
成
２
５
年
度
末
 
 
 
平
成
２
６
年
度
末
 

約
１
．
5
万
人
分
 
 
 
約
１
．
6
万
人
分
 
 
 
約
１
．
6
万
人
分
 
 

【
実
績
】
国
保
連
デ
ー
タ
よ
り
 
 

 
平
成
２
０
年
度
末
 
 
 
平
成
２
１
年
度
末
 
 
 
平
成
２
２
年
度
末
 
 
 
平
成
２
3
年
度
末
 

 
 
約
０
．
２
万
人
分
 
 
 
約
０
．
２
万
人
分
 
 
 
約
０
．
２
万
人
分
 
 
 
約
０
．
２
万
人
分
 

※
平
成
２
４
年
度
以
降
は
制
度
改
正
に
よ
り
児
童
福
祉
法
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
へ
移
行
し
た
者
を
含
む
。
 
 

３
．
生
活
介
護
 
 

【
第
３
期
障
害
福
祉
計
画
（
見
込
）
】
福
島
県
を
除
く
 
 

平
成
２
４
年
度
末
 
 
 
 
 
 
平
成
２
５
年
度
末
 
 
 
 
 
 
平
成
２
６
年
度
末
 

約
４
６
１
．
８
万
人
日
分
 
 
 
 
 
 
 
 
約
４
８
３
．
１
万
人
日
分
 
 
 
 
 
 
 
約
５
０
５
．
１
万
人
日
分
 
 

【
実
績
】
国
保
連
デ
ー
タ
よ
り
 
 

 
平
成
２
０
年
度
末
 
 
 
 
 
 
平
成
２
１
年
度
末
 
 
 
 
 
 
平
成
２
２
年
度
末
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
２
3
年
度
末
 

 
約
１
３
２
．
９
万
人
日
分
  
  
  
  
  
約
２
１
３
．
７
万
人
日
分
  
 
  
 
  
  
約
２
７
５
．
４
万
人
日
分
  
 
  
  
 
  
約
４
０
０
．
５
万
人
日
分
 

※
実
績
値
は
新
体
系
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
分
の
み
。
 
 

※
平
成
２
４
年
度
以
降
は
制
度
改
正
に
よ
り
児
童
福
祉
法
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
へ
移
行
し
た
者
を
含
む
。
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自
立
支
援
法
に
お
け
る
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
 

 
居
宅
介
護
 

重
度
訪
問
介
護
 

行
動
援
護
 

重
度
障
害
者
等
 

包
括
支
援
  

同
行
援
護
 

（
平
成
2
3
年
1
0
月
～
）
 

対 象 者 要 件 

「
障
害
者
等
」
 
 

○
区
分
１
以
上
 
 

※
 
通
院
等
介
助
（
身
体
介
護
を

伴
う
）
の
場
合
、
以
下
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
こ
と
 
 

(
1
)
区
分
2
以
上
 
 

(
2
)
以
下
の
①
～
⑤
の
調
査
項
目

の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
に
掲
げ
る
状
態
の
い
ず

れ
か
一
つ
に
認
定
 
 

①
「
歩
行
」
：「
で
き
な
い
」
 
 

②
「
移
乗
」
：「
見
守
り
等
」、
 
 

 
 
 
「
一
部
介
助
」
、「
全
介
助
」 

③
「
移
動
」
：「
見
守
り
等
」、
 
 

 
 
 
「
一
部
介
助
」
、「
全
介
助
」 

④
「
排
尿
」
：「
見
守
り
等
」、
 
 

 
 
 
「
一
部
介
助
」
、「
全
介
助
」 

⑤
「
排
便
」
：「
見
守
り
等
」、
 
 

 
 
 
「
一
部
介
助
」
、「
全
介
助
」 

障
害
程
度
区
分
４
以
上
で
あ
っ
て
、

以
下
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
 

①
 
二
肢
以
上
に
麻
痺
等
が
あ
る

こ
と
。
 

②
 
障
害
程
度
区
分
の
認
定
調
査

項
目
の
う
ち
、
「
歩
行
」
「
移
乗
」

「
排
尿
」
「
排
便
」
の
い
ず
れ
も

「
で
き
る
」
以
外
と
認
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
。
 

「
知
的
障
害
又
は
精
神
障
害
に
よ

り
行
動
上
著
し
い
困
難
を
有
す
る

障
害
者
等
で
あ
っ
て
常
時
介
護
を

有
す
る
も
の
」
 
 

【
以
下
の
い
ず
れ
に
も
該
当
】
 

○
 
区
分
3
以
上
 
 

○
 
認
定
調
査
項
目
の
う
ち
行
動

関
連
項
目
(
1
1
項
目
)
等
の
合
計

点
数
が
8
点
以
上
で
あ
る
こ
と
 

障
害
程
度
区
分
６
で
あ
っ
て
、
意
思

疎
通
を
図
る
こ
と
に
著
し
い
支
障

が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
以
下
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者
 
 

①
 
重
度
訪
問
介
護
の
対
象
で
あ

っ
て
、
四
肢
す
べ
て
に
麻
痺
等

が
あ
り
、
寝
た
き
り
状
態
に
あ

る
障
害
者
の
う
ち
、
以
下
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
 

 
・
人
工
呼
吸
器
に
よ
る
呼
吸
管
理

を
行
っ
て
い
る
身
体
障
害
者
 

 
・
最
重
度
知
的
障
害
者
 
 

②
 
障
害
程
度
区
分
の
認
定
調
査

項
目
の
う
ち
、
行
動
関
連
項
目

（
１
１
項
目
）
等
の
合
計
点
数

が
８
点
以
上
で
あ
る
者
 
 

「
視
覚
障
害
に
よ
り
、
移
動
に
著
し
い

困
難
を
有
す
る
障
害
者
等
」
 
 

○
 
障
害
程
度
区
分
を
用
い
ず
、
ア
セ

ス
メ
ン
ト
票
の
基
準
を
満
た
す
者

と
す
る
。
 
 

※
 
身
体
介
護
を
伴
う
場
合
、
以
下
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
 

(
1
)
区
分
2
以
上
 

(
2)
以
下
の
①
～
⑤
の
調
査
項
目
の
い

ず
れ
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に

掲
げ
る
状
態
の
い
ず
れ
か
一
つ
に

認
定
 

①
「
歩
行
」
：「
で
き
な
い
」
 

②
「
移
乗
」
：「
見
守
り
等
」、
 

 
 
 
「
一
部
介
助
」
、
「
全
介
助
」
 

③
「
移
動
」
：「
見
守
り
等
」、
 

 
 
 
「
一
部
介
助
」
、
「
全
介
助
」
 

④
「
排
尿
」
：「
見
守
り
等
」、
 

 
 
 
「
一
部
介
助
」
、
「
全
介
助
」
 

⑤
「
排
便
」
：「
見
守
り
等
」、
 

 
 
 
「
一
部
介
助
」
、
「
全
介
助
」
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居
宅
介
護
 

重
度
訪
問
介
護
 

行
動
援
護
 

重
度
障
害
者
等
 

包
括
支
援
  

同
行
援
護
 

（
平
成
2
3
年
1
0
月
～
）
 

支 援 の 範 囲 

○
 
居
宅
に
お
け
る
入
浴
、
排
泄
、

食
事
等
の
介
護
 
 

○
 
調
理
、
洗
濯
、
掃
除
等
の
家

事
 
 

○
 
生
活
等
に
関
す
る
相
談
、
助

言
そ
の
他
の
生
活
全
般
に
わ
た

る
援
助
 
 

○
 
居
宅
に
お
け
る
入
浴
、
排
泄
及

び
食
事
等
の
介
護
 
 

○
 
調
理
、
洗
濯
及
び
掃
除
等
の
家

事
 
 

○
 
そ
の
他
生
活
全
般
に
わ
た
る

援
助
 
 

○
 
外
出
時
に
お
け
る
移
動
中
の

介
護
 

※
 
 
日
常
生
活
に
生
じ
る
様
々
な

介
護
の
事
態
に
対
応
す
る
た
め

の
見
守
り
等
の
支
援
を
含
む
。
 

○
 
障
害
者
等
が
行
動
す
る
際
に

生
じ
得
る
危
険
を
回
避
す
る
た

め
に
必
要
な
援
護
 
 

○
 
外
出
時
に
お
け
る
移
動
中
の

介
護
 
 

○
 
排
泄
、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他

の
障
害
者
等
が
行
動
す
る
際
に

必
要
な
援
助
 
 

○
 
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
（
居
宅
介

護
、
重
度
訪
問
介
護
等
）
や
通
所

サ
ー
ビ
ス
（
生
活
介
護
、
短
期
入

所
等
）
等
を
組
み
合
わ
せ
て
、
包

括
的
に
提
供
 

○
 
移
動
時
及
び
そ
れ
に
伴
う
外
出

先
に
お
い
て
必
要
な
視
覚
的
情
報

の
提
供
（
代
筆
・
代
読
を
含
む
）
 
 

○
 
移
動
時
及
び
そ
れ
に
伴
う
外
出

先
に
お
い
て
必
要
な
移
動
介
護
、
排

泄
・
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
外
出
す

る
際
に
必
要
と
な
る
援
助
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○
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
時
間
数
の
実
績
（
平
成
2
0
年
度
末
か
ら
平
成
2
3
年
度
末
ま
で
）
 

 【
実
績
（
国
保
連
デ
ー
タ
よ
り
）】
 

 
平
成

20
年
度
末

 
平
成

21
年
度
末

 
平
成

22
年
度
末

 
平
成

23
年
度
末

 

訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
利
用

時
間
数

 
約

32
6
万
時
間

 
約

36
6
万
時
間

 
約

39
4
万
時
間

 
◇
内
訳
（
※
）

 
 
・
居
宅
介
護

 
 
 
 

 約
23

6
万
時
間

 
・
重
度
訪
問
介
護

 
 
 
 

 約
14

6
万
時
間

 
・
行
動
援
護

 
 
 
 

 約
 1

2 
万
時
間

 
・
重
度
障
害
者
等
包
括

支
援
 

 
約

0.
5
万
時
間

 

約
46

3
万
時
間

 
 
◇
内
訳

 
 
・
居
宅
介
護

 
 
 
 
約

25
9
万
時
間

 
 
・
重
度
訪
問
介
護

 
 
 
 
約

16
1
万
時
間

 
 
・
行
動
援
護

 
 
 
 
約

14
万
時
間

 
 
・
同
行
援
護

 
 
 
 
約

28
万
時
間

 
 
・
重
度
障
害
者
等
包
括

支
援

 
 
 
 
約

0.
7
万
時
間

 
 ※
 
サ
ー
ビ
ス
ご
と
の
実
績
内
訳
は
、
平
成

22
年
度
以
降
の
み
把
握
し
て
い
る
。

 
※
 
平
成

23
年

10
月
に
同
行
援
護
を
創
設

 

- 7 -



訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
（
2
3
年
度
末
）
利
用
時
間
見
込
と
実
績

 

単
位
：
（
時
間
）
  

※
 
新
潟
県
は
、
第
２
期
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
が
未
策
定
。
 

※
 
平
成
2
3
年
10
月
に
同
行
援
護
を
創
設
。
 

※
 
出
典
：
実
績
は
国
保
連
デ
ー
タ
 

障
害
福
祉
計
画

（
見
込
）
（
A
）

実
績
（
B
）

B
/
A

障
害
福
祉
計
画

（
見
込
）
（
A
）

実
績
（
B
）

B
/
A

北
海
道

2
4
8
,1
0
0

2
0
1
,5
6
7

8
1
.2
%

三
重
県

4
6
,0
4
6

4
0
,2
4
2

8
7
.4
%

青
森
県

3
4
,1
1
9

2
8
,9
4
0

8
4
.8
%

滋
賀
県

4
5
,7
0
3

4
8
,0
5
8

1
0
5
.2
%

岩
手
県

2
4
,3
4
5

2
4
,5
1
7

1
0
0
.7
%

京
都
府

1
3
8
,3
8
6

1
5
9
,4
0
4

1
1
5
.2
%

宮
城
県

5
8
,8
7
0

6
5
,3
7
5

1
1
1
.0
%

大
阪
府

6
9
1
,1
5
2

6
9
3
,8
5
5

1
0
0
.4
%

秋
田
県

1
6
,6
6
1

1
6
,0
6
7

9
6
.4
%

兵
庫
県

2
6
1
,0
8
1

2
8
3
,5
0
8

1
0
8
.6
%

山
形
県

3
0
,1
2
1

1
9
,1
9
2

6
3
.7
%

奈
良
県

5
3
,8
5
9

6
2
,5
6
4

1
1
6
.2
%

福
島
県

4
7
,3
9
6

4
5
,0
4
2

9
5
.0
%

和
歌
山
県

3
8
,0
0
9

4
1
,4
5
2

1
0
9
.1
%

茨
城
県

4
6
,0
8
9

4
3
,1
9
2

9
3
.7
%

鳥
取
県

2
5
,3
4
5

1
8
,7
7
6

7
4
.1
%

栃
木
県

2
9
,7
9
8

3
1
,7
5
9

1
0
6
.6
%

島
根
県

1
8
,7
9
7

1
9
,6
3
9

1
0
4
.5
%

群
馬
県

4
3
,5
4
4

4
1
,2
9
9

9
4
.8
%

岡
山
県

4
7
,7
6
4

4
6
,7
8
9

9
8
.0
%

埼
玉
県

1
4
9
,7
0
2

1
8
2
,9
0
3

1
2
2
.2
%

広
島
県

1
5
8
,2
3
1

1
1
6
,0
4
5

7
3
.3
%

千
葉
県

1
5
0
,6
9
4

1
3
6
,2
7
8

9
0
.4
%

山
口
県

3
9
,9
3
9

3
0
,6
0
6

7
6
.6
%

東
京
都

8
1
6
,5
8
8

7
5
6
,6
3
7

9
2
.7
%

徳
島
県

2
5
,1
6
8

2
9
,5
8
1

1
1
7
.5
%

神
奈
川
県

2
4
0
,4
4
9

2
7
9
,2
5
6

1
1
6
.1
%

香
川
県

2
5
,3
7
0

2
6
,4
5
2

1
0
4
.3
%

新
潟
県

-
5
1
,7
9
1

-
愛
媛
県

5
6
,5
9
9

5
9
,2
9
4

1
0
4
.8
%

富
山
県

1
2
,8
5
0

9
,7
7
2

7
6
.0
%

高
知
県

1
6
,1
7
8

1
5
,8
0
7

9
7
.7
%

石
川
県

1
6
,8
0
1

1
7
,1
7
8

1
0
2
.2
%

福
岡
県

2
1
3
,0
1
8

1
8
8
,4
3
8

8
8
.5
%

福
井
県

2
0
,9
4
1

1
9
,6
2
5

9
3
.7
%

佐
賀
県

2
0
,4
1
6

1
9
,9
1
5

9
7
.5
%

山
梨
県

2
0
,0
3
4

2
1
,1
1
4

1
0
5
.4
%

長
崎
県

5
4
,0
6
9

4
5
,6
7
5

8
4
.5
%

長
野
県

5
5
,4
4
5

5
4
,2
5
7

9
7
.9
%

熊
本
県

4
9
,7
9
2

4
0
,3
2
1

8
1
.0
%

岐
阜
県

3
6
,5
6
9

2
9
,5
5
4

8
0
.8
%

大
分
県

5
3
,5
9
3

4
6
,4
4
7

8
6
.7
%

静
岡
県

7
4
,6
4
3

5
7
,8
5
8

7
7
.5
%

宮
崎
県

4
6
,4
2
7

3
9
,3
3
9

8
4
.7
%

愛
知
県

2
7
9
,2
8
7

3
0
8
,0
0
4

1
1
0
.3
%

鹿
児
島
県

6
2
,6
4
4

4
4
,0
8
8

7
0
.4
%

沖
縄
県

8
1
,8
8
6

6
8
,1
3
6

8
3
.2
%
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精神障害者の退院に関する目標設定の経緯 

精神保健医療福祉の改革ビジョン （平成 16年 9月） （抜粋） 

１ 精神保健医療福祉改革の基本的考え方 

（１）基本方針 

「入院医療中心から地域生活中心へ」という精神保健医療福祉施策の基本的な方策

を推し進めていくため、当事者・当事者家族も含めた国民各層が精神疾患や精神障害

者について正しい理解を深めるよう意識の変革に取り組むとともに、地域間格差の解

消を図りつつ、立ち後れた精神保健医療福祉体系の再編と基盤強化を今後１０年間で

進める。 

なお、受入条件が整えば退院可能な者約７万人については、全体的に見れば、入院

患者全体の動態と同様の動きをしており、精神病床の機能分化・地域生活支援体制の

強化等、立ち後れた精神保健医療福祉体系の再編と基盤強化を全体的に進めることに

より、１０年後の解消を図るものである。 

 

（２）達成目標 

概ね１０年後における国民意識の変革、精神保健医療福祉体系の再編の達成水準 

として、次を目標とする。 

② 精神保健医療福祉体系の再編の達成目標 

（目標） 

○ 各都道府県の平均残存率（１年未満群）を２４％以下とする。 

○ 各都道府県の退院率（１年以上群）を２９％以上とする。 

※１ 平均残存率、退院率の意味、現状については、別紙４、５の通り。 

※２ 既に現時点で目標を達成している都道府県は、少なくとも現在の水準を維持。

※３ この目標の達成により、別紙６の通り約７万床相当の病床数の減少が促され

る。 

（考え方） 

○ 新規に入院する患者については、入院中の処遇の改善や患者の QOL（生活の質）

の向上を図りつつ、できる限り１年以内に速やかに退院できるよう、良質かつ適切

な医療を効率的に提供する体制の整備を促す。 

○ 既に１年以上入院している患者については、本人の病状や意向に応じて、医療（社

会復帰リハビリテーション等）と地域生活支援体制の協働の下、段階的、計画的に

地域生活への移行を促す。 
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重点施策実施５ か年計画 

～障害の有無にかかわらず国民誰もが互いに支え合い共に生きる社会への

さらなる取組～ （平成 20年度～24年度）（抜粋） 

 

○精神障害者の退院促進と地域移行の推進 

受入条件が整えば退院可能とされる精神障害者の地域生活への移行を推進する。 

○退院可能精神障害者数 

4.9 万人〔19 年度〕のうち、約 3.7 万人の減少〔23 年度〕 

 

 

※ 退院可能精神障害者数は、「精神障害者地域移行支援特別対策事業」（当時）によ

る平成２３年度末までの退院者数の目標値として各都道府県が独自に算出したもの

を積算した数値 

 

（参考） 

第２期障害福祉計画（平成２１年度～２４年度） 

（障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提

供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するた

めの基本的な指針（当時のもの）） （抜粋） 

 

第二 障害福祉計画の作成に関する事項 

２ 平成 23 年度の数値目標の設定 

（二） 入院中の精神障害者の地域生活への移行 

平成 24 年度までに受入れ条件が整えば退院可能な精神障害者（以下「退院可能精神

障害者」という。）が退院することを目指し、そのために必要な自立訓練事業等の必要

量を見込み、平成 23 年度末までの退院可能精神障害者数の減少目標値（平成 14 年度

における退院可能精神障害者数に基づき市町村及び都道府県が定める数）を設定する。

これとともに、医療計画（医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条の３第１項に規

定する医療計画をいう。以下同じ。）における基準病床数の見直しを進める。 

さらに、都道府県においては、「精神障害者地域移行支援特別対策事業」（平成 20 年

５月 30 日付け障発第 0530001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知により

実施する事業をいう。以下同じ。）による平成 23 年度末までの退院者数の目標値を定

める。 
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精神保健医療福祉の更なる改革に向けて 

（今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会報告書）  

平成 21 年９ 月 24日（抜粋） 

 

Ⅲ 改革ビジョンの後期重点施策群の策定に向けて 

１．改革ビジョンとその評価 

(3) 改革ビジョンの目標設定に関する評価 

③「受入条件が整えば退院可能な者」について 

○ 改革ビジョンにおいて、10 年後の解消を図るべきとした「受入条件が整えば退

院可能な者 7.6 万人」の指標については、3 年に 1 回の頻度で行われる患者調査

における主観的な調査項目に基づいており、 

・ 入院医療の急性期への重点化や精神医療の質の向上により、退院のハードルが

下がれば下がるほど、かえってこの数値は大きくなることが予想されること 

・ 「受入条件が整えば退院可能な者」は、いずれの調査時点でも存在しており、

その数値が統計上ゼロとなることは期待できないこと 

等の理由から、経年的な施策の根拠としては、その効果や達成状況を適時に把握

することができる別の客観的な指標が必要である。 

 

Ⅳ 精神保健医療福祉の改革について 

５．改革の目標値について 

(1) 今後の目標設定に関する考え方 

○ 改革ビジョンの前期 5 年間の取組を踏まえ、後期 5 年間において改革ビジョンの

趣旨を更に実現できるよう、精神保健医療体系の再構築を施策の中核として取組を

強化すべきである。 

○ その認識の下で、以下のとおり、具体的目標についても、施策の実現に向けた進

捗管理に資するよう、統合失調症、認知症の入院患者数をはじめとして、施策の体

系や、患者像（疾病、年齢等）の多様性も踏まえた適切な目標を掲げるべきである。

・ 「受入条件が整えば退院可能な者」に替わる指標として、「統合失調症による入

院患者数」を、特に重点的な指標として位置付け目標値を定めるとともに、定期

的かつ適時に把握できる仕組みを導入する。 
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(2) 今後の目標値について 

○ 改革ビジョンの後期 5 か年の重点施策群においては、「入院医療中心から地域生

活中心へ」という基本理念に基づく改革を更に加速するとともに、以下の目標値を

掲げ、実効性ある取組を行うべきである。 

Ⅰ 新たな目標値（後期 5 か年の重点施策群において追加するもの） 

◎ 統合失調症による入院患者数： 

約 15 万人 （平成 17 年との比較：4.6 万人減） 

Ⅱ 改革ビジョンにおける目標値（今後も引き続き掲げるもの） 

◆ 各都道府県の平均残存率（1 年未満群）に関する目標：24％以下 

◆ 各都道府県の退院率（1 年以上群）に関する目標：29％以上 
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「新たな地域精神保健医療改革体制の構築に向けた検討チーム」第２ ３ 回

資料「精神障害者の地域生活の実現に向けて」 （抜粋） 

 

新たな取組１  

第３期障害福祉計画（都道府県）における病院からの退院に関する明確な目標値の設定

○ 精神科病院からの退院、地域移行を促進し、社会的入院の解消をさらに進めていく

ため、退院のさらなる促進に関係する要素をより具体化、精緻化した着眼点を設定する。

【着眼点１】 １年未満入院者の平均退院率  

→ 改革ビジョン以来の目標値（７６％）を達成するためには、現在より７％相当分引

き上げることが必要であり、「平成２６年度における平均退院率を、現在より７％相当

分増加させる」ことを指標とする。  

【着眼点２】 ５年以上かつ６５歳以上の退院者数  

→ ５年以上かつ６５歳以上の入院患者数を増やさないようにするためには、退院者数

を現行より約２０％増やすことが必要であり、第３期計画期間では「平成２６年度に

おける５年以上かつ６５歳以上の退院者数を、現在よりも２０％増加させる」ことを

指標とする。  

 

第３ 期障害福祉計画（平成 24年度～26年度） 

（障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活

支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業

の円滑な実施を確保するための基本的な指針） （抜粋） 

 

第二 障害福祉計画の作成に関する事項 

２ 平成 23 年度の数値目標の設定 

(二) 入院中の精神障害者の地域生活への移行 

精神科病院からの退院、地域移行を促進し、社会的入院の解消を更に進めていくた

め、都道府県は、平成二十四年度から平成二十六年度までの入院中の精神障害者の退

院に関する目標値として、一年未満入院者の平均退院率(ある月から連続した十二月の

各月ごとに、当該ある月に入院した者のうちそれぞれ当該各月までに退院した者の総

数を当該ある月に入院した者の数で除した数を算出し、その合計を十二で除したもの

をいう。以下同じ。)の目標値及び高齢長期退院者数(退院者のうち、六十五歳以上で

あって、五年以上入院していた者の数をいう。以下同じ。)に関する目標値を設定する。

目標値の設定に当たっては、一年未満入院者の平均退院率については、平成二十六

年度における一年未満入院者の平均退院率を平成二十年六月三十日の調査時点から七

パーセント相当分増加させることを指標とする。また、高齢長期退院者数については、

平成二十六年度における高齢長期退院者数を直近の数から二割増加させることを指標

とする。 
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障害支援区分への見直し 
 

○障害程度区分（障害者自立支援法） 
【定義】 

  障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため当該障害者

等の心身の状態を総合的に示すもの。  
 

【課題】 

 障害程度区分は、知的障害者及び精神障害者について、一次判定で低く判定さ

れ、二次判定で引き上げられている割合が高いことから、障害の特性を反映する

よう見直すべきではないか、との課題が指摘されている。  

※二次判定で引き上げられた割合（22 年 10 月～23 年 9 月） 

    身体：20.3％、知的：43.6％、精神：46.2％  

↓ 

○障害支援区分（障害者総合支援法） 

【定義】 

 障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的

な支援の度合を総合的に示すもの。［平成 26 年４月１日施行］  
 

 ※ 政府は、障害支援区分の認定が知的障害者及び精神障害者の特性に応じ

て適切に行われるよう、区分の制定に当たっての適切な配慮その他の必要

な措置を講ずるものとする。（附則第２条）  
 

【見直しに向けた作業】 

 知的障害・精神障害者の特性に応じた「障害支援区分｣とするため、 

  ① 二次判定で引上げの要因となる事項の抽出 

  ② １０６項目の調査項目の追加等の検討 

  ③ 一次判定(コンピュータ判定)の抜本的な見直し  

を行う。 
 

【スケジュール】  

  ２４年度  区分認定データの収集､分析 等 

  ２５年度  モデル事業、ソフト開発 等 

  ２６年度  障害支援区分施行(26.4.1～)  
 

【法施行後３年目途の検討】 

  「障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方」については、障害者総合支

援法の施行後３年(障害支援区分の施行後２年）を目途に検討。  

   ※ 現行の６段階の区分、３障害共通の調査項目や判定式等については、施

行後３年目途の検討の中で対応。  
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精神障害者の地域における支援 
 

１ ．新たな取組 

Ⅰ 地域移行、社会的入院の解消に向けた、病院からの退院に関する明確

な目標値の設定 

 

取組１  第３期障害福祉計画（都道府県）における明確な目標値の設定  

 

Ⅱ 地域移行・地域生活を可能とする地域の受け皿整備 

 

◆医療面での支え  

取組２ できる限り入院を防止しつつ、適切な支援を行うアウトリーチ

（訪問支援）の充実 

取組３ 夜間・休日の精神科救急医療体制の構築 

取組４ 医療機関の機能分化・連携を進めるため医療計画に記載すべき

疾病への追加 

 

◆福祉・生活面での支え（従来の障害福祉サービスの基盤整備に加え新た

な取り組みとして）  

取組５ 退院や地域での定着をサポートする地域移行支援、地域定着支

援の創設  

取組６ 地域生活に向けた訓練と、状態悪化時のサポートなどを合わせ

て実施  

 

◆認知症の方に対する支え  

取組７ 入院を前提とせず地域での生活を支える精神科医療と、地域の

受け皿整備  
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２ ．地域での精神障害者の福祉サービス利用状況 

（１）精神障害者の障害福祉サービス等の利用状況 

 

○ 平成 24 年４月現在、障害福祉サービス等を利用している精神障害者は、11.2

万人います。 

 

○ 障害福祉サービス等の種類ごとの利用状況をみると、就労継続支援Ｂ型事業

所が最も多く 4.4 万人、次いで居宅介護が 3.7 万人となっています。 

 

 

  （出典）国保連データ（平成 24 年４月サービス提供分）

身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児

129,202 61,522 21,064 36,618 9,998

8,782 8,481 265 30 6

6,348 283 3,251 35 2,779

33 15 18 0 0

15,654 15,422 101 19 112

18,385 15,957 2,408 7 13

238,514 71,722 163,571 3,158 63

- - - - -

31,087 8,388 16,693 877 5,129

50,305 3,529 39,675 7,091 10

131,575 40,863 90,194 504 14

24,968 724 11,964 12,271 9

2,593 2,552 23 17 1

12,061 613 5,282 6,154 12

4,073 58 1,380 2,635 0

25,359 2,536 14,998 7,808 17

255 253 1 1 0

20,742 4,408 9,536 6,789 9

153,165 19,944 89,198 43,961 62

873,101 257,270 469,622 127,975 18,234

4,611 1,242 1,610 1,699 60

216 12 16 188 0

283 68 120 95 0

878,211 258,592 471,368 129,957 18,294

計

計画相談支援

指定相談支援を含む計

地域移行支援

地域定着支援

自立訓練（生活訓練）

宿泊型自立訓練

就労移行支援

就労移行支援（養成施設）

就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

児童デイサービス

短期入所

共同生活介護

施設入所支援

共同生活援助

自立訓練（機能訓練）

居宅介護

重度訪問介護

行動援護

重度障害者等包括支援

療養介護

生活介護

利用者数(人)

総　数
障害種別内訳

同行援護

サービス種類

平成24年4月
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（２）第３期障害福祉計画における障害福祉サービス等の見込量 

 

○ 障害者自立支援法では、各地方自治体が障害福祉計画を定め、地域における 

障害者の実情やニーズを的確に把握した上でグループホーム等の利用人数を 

見込み、これに基づき必要なサービス基盤を計画的に整備しています。 

 

  ○ 各自治体が定める平成２４年度からの第３期障害福祉計画における障害福祉

サービス等の種類ごとの利用量の見込みは下表のとおりとなっています。 

 

 

 

  

利用量 利用者数 利用量 利用者数 利用量 利用者数

（人日分） （人） （人日分） （人） （人日分） （人）

- 15,234 - 15,670 - 16,041
4,617,623 237,572 4,831,413 248,456 5,051,040 259,719
- - - - - -
276,995 39,738 302,924 43,419 329,682 47,395

- 133,472 - 132,045 - 130,380
55,465 3,739 61,689 4,113 67,599 4,478
250,248 14,192 271,675 15,465 293,110 16,676
- - - - - -
543,275 29,769 618,465 33,764 695,336 38,195
- - - - - -
415,296 20,967 483,164 24,303 563,742 28,412
2,744,817 152,575 2,923,374 162,319 3,107,557 172,579
14,357,298 913,322 15,478,411 971,514 16,624,084 1,033,139
- 68,302 - 123,272 - 188,616
- 6,202 - 7,381 - 8,691
- 7,973 - 10,877 - 13,362

14,357,298 995,799 15,478,411 1,113,044 16,624,084 1,243,808

居宅介護
重度訪問介護
行動援護
重度障害者等包括支援

サービス種類

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

宿泊型自立訓練

就労移行支援

同行援護

療養介護

生活介護

児童デイサービス

短期入所

共同生活介護

平成26年度平成25年度平成24年度

221,1846,516,018

98,080-89,141-80,620

指定相談支援を含む計

202,8195,985,707185,4445,453,579

-

地域定着支援

就労移行支援（養成施設）

就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

計

計画相談支援

地域移行支援

共同生活援助

施設入所支援
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新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム（第３Ｒ） 
における「入院制度に関する議論の整理」（概要） 
（平成 24年 6月 28日） 
 

１．現状と課題 

＜精神保健福祉法で定める入院制度＞  

 ○ 自傷他害のある人を対象に都道府県知事が行う措置入院、本人が入院に同意す

る任意入院のほか、両入院に該当しない人で、保護者の同意を要件とする医療保

護入院の３種類が定められている。  

  （※）「保護者」は、精神保健福祉法に基づき精神疾患のある人につき一人決めら

れることになっている。  

 ○ １年間に精神科病院に入院する３８万人の４割（１４万人）が医療保護入院に

よる入院  

 ○ このほか、本人の同意を得られない場合に、医療保護入院のために移送させる

仕組みもある（「34 条移送」） 

＜医療保護入院の課題＞  

 ○ 本人の同意なく入院させている患者に対する権利擁護が十分か。  

 ○ 入院の必要性があっても保護者の同意がなければ入院できない。  

 ○ 保護者の同意がなければ退院することができない状況もあり得るため、入院が

長期化しやすい。  

 ○ 本人の意思に反し保護者の判断で入院させるため本人との間にあつれきが生ま

れやすく、保護者には大きな負担。  

 

２．見直しの方向性 

＜医療保護入院の見直し＞  

① 保護者による同意を必要としない入院手続きとする。  

② 本人の同意によらない入院の期間をできる限り短くするため、 入院当初から早

期の退院を目指した手続きを導入する。  

   ◆入院当初からの院外の地域支援関係者の関与  

   ◆入院期限の設定と更新の審査の実施 等  

③ 権利擁護のため、入院した人は、自分の気持ちを代弁する人を選べることとす

る。  

④ 早期の退院を促進するよう、入院に関する審査を見直す。  

  ◆精神医療審査会（都道府県の精神保健福祉センターに設置）に、退院に向けた

具体的な指示を行う権限を新たに付与  

  ◆必要な人には精神医療審査会が病院に出向いて審査 等  
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＜退院後の地域生活の支援＞  

・本人を含め病院等関係者が治療計画を作る仕組みの導入  

・急に症状が悪化した場合、1週間など期間限定で医療的支援を行う短期宿泊支援の

導入  

＜入院の契機(34 条移送関係)＞ 

・34 条移送の保護者の同意要件は外す。  

・対象者の緊急性の要件の撤廃  

・事前調査の明確化と地域支援関係者の参画  

＜措置入院＞  

・保健所の関わりの強化（入院中・退院時への関与を明確化）と相談支援との連携 

等  

 

※ 今後、本人の同意によらない入院の状況を踏まえながら、今回の議論を終着点と

することなく、よりよい仕組みを目指して、検討を深めて行くことが必要。  

※ また、こうした仕組みの運用が担保されるように一定期間ごとに評価するととも

に、検証し、よりよい仕組みとなるよう見直しを行っていくことが必要。  
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自立支援医療の利用者負担について 

 

○ 自立支援医療の利用者負担については、平成２２年１２月に

成立した障害者自立支援法等の一部改正法により、応能負担で

あることが法律上も明確にされました。 

 

 

 

（参考）障害者制度改革の推進のための基本的な方向について 

（平成 22年６ 月 29日閣議決定） 

 

第２ 障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方 

３ 個別分野における基本的方向と今後の進め方 

(4)医療 

○ 自立支援医療の利用者負担について、法律上の規定を応能負担とする方向で検

討し、平成 23 年内にその結論を得る。 
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難
病
患
者
へ
の
支
援
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難
病
患
者
等
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
概
要
 

 
難
病
患
者
等
居
宅
生
活
支
援
事
業
は
、
患
者
の
Q
O
L
の
向
上
の
た
め
に
平
成
9
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
事
業
で
、
難
病
患
者
等
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
難

病
患
者
等
短
期
入
所
事
業
、
難
病
患
者
等
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業
と
い
っ
た
、
患
者
の
療
養
生
活
の
支
援
を
目
的
と
し
た
事
業
を
実
施
し
、
地
域
に
お
け
る
難
病

患
者
等
の
自
立
と
社
会
参
加
の
促
進
を
図
る
。
 
＜
補
助
率
＞
 
国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
：
１
／
４
、
市
町
村
１
／
４
 

 １
 
難
病
患
者
等
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
）
事
業
）
 

難
病
患
者
等
が
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
難
病
患
者
等
の
家
庭
に
対
し
て
ホ
ー
ム
へ
ル
パ
ー
を
派
遣
し
、
 

入
浴
等
の
介
護
や
掃
除
な
ど
の
家
事
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
難
病
患
者
等
の
福
祉
を
増
進
を
図
る
事
業
 
 

◆
入
浴
、
排
泄
、
食
事
等
の
介
護
 

◆
調
理
、
洗
濯
、
掃
除
等
の
家
事
 

 ２
 
難
病
患
者
等
短
期
入
所
事
業
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
）
事
業
）
 

難
病
患
者
等
の
介
護
を
行
う
者
が
、
病
気
や
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
社
会
的
理
由
又
は
個
人
的
な
旅
行
な
ど
の
私
的
理
由
に
よ
り
介
護
を
 

行
え
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
難
病
患
者
等
を
一
時
的
に
病
院
等
の
医
療
施
設
に
保
護
す
る
事
業
（
原
則
と
し
て
７
日
以
内
）
。
 

 ３
 
難
病
患
者
等
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
）
事
業
）
 

難
病
患
者
等
に
対
し
て
、
日
常
生
活
用
具
を
給
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
難
病
患
者
等
の
日
常
生
活
の
便
宜
を
図
る
事
業
 

給
付
品
目
：
１
８
品
目

 
①

 便
 

  
  
器

 
⑦

 車
い
す
（
電
動
車
い
す
を
含
む
）

  
 ⑬

 居
宅
生
活
動
作
補
助
用
具

 
②

 特
殊
マ
ッ
ト

  
⑧

 歩
行
支
援
用
具

  
  

  
  

  
 
 
 

 ⑭
 特
殊
便
器
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
③

 特
殊
寝
台

  
⑨

 電
気
式
た
ん
吸
引
器

  
  

  
  

⑮
 訓
練
用
ベ
ッ
ト

 
④

 特
殊
尿
器

  
⑩

 意
思
伝
達
装
置
 
 
 
 
 

  
 

⑯
 自
動
消
火
器
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑤

 体
位
変
換
器

  
⑪

 ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
（
吸
入
器
）

  
  
 

 ⑰
 動
脈
血
中
酸
素
飽
和
度
測
定
器
 
 
 
 

 
⑥

 入
浴
補
助
用
具

 
⑫

 移
動
用
リ
フ
ト
 
 
 
 
 
 

  
⑱
 
整
形
靴

 
 ※
 
利
用
者
世
帯
の
所
得
に
応
じ
た
自
己
負
担
あ
り
：
０
～
5
2
,
4
0
0
円
  

 
 
 但
し
、
生
計
中
心
者
の
前
年
度
所
得
税
課
税
年
額
が
7
0
,
0
0
1
円
以
上
の
世
帯
：
全
額
 

事
業
の
対
象
者
 

以
下
の
全
て
を
満
た
す
こ
と
 

 ①
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ

り
、
介
護
等
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を

必
要
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
 

②
難
治
性
疾
患
克
服
研
究
事
業
（
臨
床

調
査
研
究
分
野
）
の
対
象
疾
患
（
13
0

疾
患
）
及
び
関
節
リ
ウ
マ
チ
の
患
者

で
あ
る
こ
と
。
 

③
在
宅
で
療
養
が
可
能
な
程
度
に
病
状

が
安
定
し
て
い
る
と
医
師
に
よ
っ
て

判
断
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。
 

④
障
害
者
自
立
支
援
法
等
の
他
の
施
策

の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
。
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区
分

ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
サ

ー
ビ
ス
事

業
短

期
入

所
事

業
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業

実
施
主
体

実
施
可
能
団
体
（
※
２
）

７
３
８
市

区
町

村
（
実

施
率

４
２
．
２
％

）
５
０
８
市

区
町

村
（
実

施
率

２
９
．
０
％

）
９
５
３
市
区
町
村

（
実
施
率
５
４
．
５
％
）

実
施
団
体
（
※
２
）

１
４
６
市

区
町

村
（
実

施
率

８
．
３
％

）
５
市

区
町

村
（
実

施
率

０
．
３
％

）
２
８
５
市
区
町
村

（
実
施
率
１
６
．
３
％
）

対
象
者

利
用

者
は

１
０
人

平
均

日
数

は
４
．
３
日

※
１
：
難
病
患
者
等
居
宅
生
活
支
援
事

業
に
お
け
る
国

庫
負

担
額

（
国

の
補

助
率

：
１
／

２
（
都

道
府

県
１
／
４
、
市
町
村
１
／
４
）
）

※
２
：
括
弧
内
の
実
施
率
は
、
全
国
の
全
て
の
市
区
町
村
数
1
,7
5
0
を
分
母
と
し
て
算
出
し
た
も
の
。

備
考

利
用

者
は

３
１
５
人

利
用
実
績
は
７
２
９
件

市
区

町
村

難
治

性
疾

患
克

服
研

究
事

業
対

象
疾

患
（
１
３
０
疾
患
）＋

関
節
リ
ウ
マ
チ
＝
約
７
５
０
万
人

難
病

患
者

等
居

宅
生

活
支

援
事

業
の

実
績

①
（
平

成
２
２
年

度
）

２
４
百
万
円

実
績
（
※
１
）

３
７
百

万
円

１
百

万
円

難
病
患
者
等
居
宅
生
活
支
援
事

業
に
は

、
ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
サ

ー
ビ
ス
事

業
、
短

期
入

所
事

業
、
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業
の

３
つ
の
事
業
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
利
用
実
績
が
低
い
状
況
に
あ
る
。
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○
難
病
患
者
等
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
実
績
②
（
平
成
2
2
年
度
）

１
．
難
病
患
者
等
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
事
業
・
実
績

身
体
介
護

中
心
業
務
家
事
援
助

中
心
事
業
昼
間
帯

早
朝
・
夜
間
帯
深
夜
帯

2
2
年
度

3
1
5

5
2

2
0
1

1
3

1
0

※
）
「
一
週
当
た
り
の
派
遣
日
数
」
「
一
回
当
た
り
の
派
遣
時
間
数
」
の
算
出
方
法

２
．
難
病
患
者
等
短
期
入
所
事
業

千
葉
県

1
3

山
梨
県

3
4

新
潟
県

1
3

計
5

1
0

※
）
短
期
入
所
は
原
則
と
し
て
7
日
以
内

３
．
難
病
患
者
等
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業

便
器

手
す
り

電
動
以

外
の
場
合

電
動
の

場
合

2
2
年
度

7
2
9

5
5

1
6

2
6

3
0

3
9

2
0

3
4
7

2
4
3

2
0

4
1

0
2
4

1
0

2
1

2
2
4

※
　
利
用
者
実
績
の
ベ
ス
ト
３
（
Ａ
Ｌ
Ｓ
：
2
4
1
件
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
：
1
0
2
件
、
脊
髄
小
脳
変
性
症
：
4
4
件
）

電
気
式
た

ん
吸
引
器
意
思
伝

達
装
置

年
　
度

利
用

実
績

件
数

便
器

特
殊
マ
ッ
ト
特
殊
寝
台
特
殊
尿
器

動
脈
血
酸
素

飽
和
度
測
定

器
【
パ
ル
ス
オ

キ
シ
メ
ー
タ
ー
】

備
考

年
　
度

利
用
者
数

4
.3

ネ
ブ
ラ
イ

ザ
ー

移
動
用
リ

フ
ト

居
宅
生
活

動
作
補
助

用
具
（
住
宅

改
修
費
）

特
殊
便
器

訓
練
用
ベ
ッ

ト
自
動
消
火
器

体
位
変

換
器

入
浴
補

助
用
具

車
い
す

歩
行
支

援
用
具

年
　
度

利
用
者
数

滞
在
型
（
単
位
）

平
均
日
数

○
利
用
者
総
数
×
（
累
計
派
遣
日
数
o
r累
計
派
遣
時
間
総
数
）
÷
利
用
者
総
数
＝
「
一
週
当
た
り
の
派
遣
日
数
」
o
r「
一
回
当
た
り
の
派
遣
時
間
数
」

実
施

市
町
村

主
な
疾
患

2
.8
2

一
週
当
た
り

派
遣
日
数
の
総
数

2
.2

一
回
当
た
り

の
派
遣
時
間
数

2
4
時
間
対
応

ﾍ
ﾙ
ﾊ
ﾟｰ
（
巡
回
型
）

0

巡
回
型
（
単
位
）

2
2
年
度

疾
　
患
　
名

・
ｼ
ｬ
ｲ
･ﾄ
ﾞﾚ
ｰ
ｶ
ｰ
症
候
群
1
件
、
も
や
も
や
病
1
件
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
 1
件

・
S
L
E
：
4
5
件

・
多
発
性
筋
炎
・
皮
膚
筋
炎
：
2
3
件

・
多
発
性
硬
化
症
：
1
9
件

7
.0

7
.0 4
.3

・
Ａ
Ｌ
Ｓ
3
件
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
 1
件

・
Ａ
Ｌ
Ｓ
2
件
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
 1
件

・
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
短
期
入
所
事
業
を
利
用
し
て
い
る
疾
患
は
限
ら
れ
て
い
る
。

・
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業
は
、
電
気
式
た
ん
吸
引
器
や
動
脈
血
酸
素
飽
和
度
測
定
器
（
パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
）
な
ど
の
医
療
用
具
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
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相
談
支
援
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
 

（
成
年
後
見
制
度
の
利
用
促
進
等
を
含
む
。
）
 

    

平
成
２
４
年
１
１
月
１
2
日
 

厚
生
労
働
省
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相談支援体制の構築について（成年後見制度の利用促進等を含む。） 

 

 

１．相談支援体制の強化等 

 

（１）支給決定プロセスの見直し等 

 

  ○ サービス利用計画の作成について、計画の作成が市町村の支給決定後になっており、

また、対象が限定されている等の理由からあまり利用されていないという課題を踏ま

え、改正障害者自立支援法において、支給決定の前にサービス等利用計画案を作成し、

支給決定の参考とするよう見直すとともに、サービス等利用計画作成の対象者を大幅

に拡大。《障害者自立支援法第 22 条第４項》 

 

【計画相談支援・障害児相談支援】 

   ■ 障害者等の自立した生活を支え、障害者等の抱える課題の解決や適切なサービス

利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するため、対象者を大幅に

拡大。（具体的な対象者は以下のとおり。） 

 

    ア．障害者自立支援法の計画相談支援の対象者 

     ・障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児 

     ・地域相談支援を申請した障害者 

    イ．児童福祉法の障害児相談支援の対象者 

     ・障害児通所支援を申請した障害児 

 

   ■ 対象者の拡大に当たっては、相談支援の提供体制を考慮する観点から、平成 24

年度から段階的に対象を拡大し、平成 27 年３月末までに原則として全ての障害福

祉サービス又は地域相談支援を利用する障害者等を対象とする取扱いとしている。 
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障害者自立支援法 

（支給要否決定等） 

第二十二条 

４ 市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として厚生 

労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第二十条第 

一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、第五十一条の十七第一項 

第一号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の 

提出を求めるものとする。 

 

障害者自立支援法施行規則（省令） 

（法第二十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める場合） 

第十二条の二 法第二十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障 

害者又は障害児の保護者が法第二十条第一項の申請した場合とする。（以下、略。） 

 

附則 

（サービス等利用計画案の提出に関する経過措置） 

第五条 平成二十七年三月三十一日までの間は、第十二条の二及び第三十四条 

の三十六の規定の適用については、これらの規定中「申請をした場合」とあ 

るのは、「申請をした場合であって市町村が必要と認めるとき」とする。 

 

   ■ 新規利用者、従前のサービス利用計画作成費の支給対象者（※）、施設入所者を優

先して拡大することとし、年次計画や個別の対象者の選定については、市町村が優

先対象を勘案して判断する。 
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   （※）従前のサービス利用計画作成費の支給対象者 

① 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うこと 

が必要な者 

     ② 単身世帯の者等、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行う 

ことが困難である者 

     ③ 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障が 

あるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害 

又は精神障害により行動上著しい困難を有する者（ただし、重度障害者等包 

括支援の支給決定を受けていない者に限る。） 

 

  【支給決定プロセス】 

   ① 市町村は、指定を受けた特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の

提出を求め、これを勘案して支給決定を行う。 

   ② また、支給決定時のサービス等利用計画の作成及び支給決定後のサービス等利用

計画の見直し（モニタリング）について、計画相談支援給付費を支給する。 

 

    ※ 障害児についても、新たに児童福祉法に基づき、市町村が指定する障害児相談

支援事業者が、通所サービスの利用に係る障害児支援利用計画（障害者のサービ

ス等利用計画に相当）を作成する。 

 

   モニタリング期間 

      市町村が、特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者の提案を踏まえて、 

以下の標準期間等を勘案して個別に定める。 

（次のページに続く） 
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    （標準期間） 

     ①新規又は変更によりサービスの種類、内容、量に著しく変更があった者 

（④を除く） →利用開始から３ヵ月間、毎月 

 

     ②在宅の障害福祉サービス利用者又は地域定着支援利用者（①を除く） 

      ア．従来のサービス利用計画作成費の支給対象者 →毎月 

      イ．ア以外の者 →６ヵ月ごとに１回 

 

     ③障害者支援施設、のぞみの園、療養介護入所者、重度障害者等包括支援 

（①及び④を除く） →１年ごとに１回 

 

     ④地域移行支援、地域定着支援 →６ヵ月ごとに１回 

 

 

（２）基幹相談支援センターの設置 

 

  ○ 障害者の地域生活にとって相談支援は不可欠であるが、市町村ごとの取組状況には

差があるという課題を踏まえ、改正障害者自立支援法において、地域における相談支

援体制の強化を図るという観点から、総合的な相談支援センター（基幹相談支援セン

ター）を市町村は設置することができる旨を規定。《障害者自立支援法第 77 条の２》 

 

  【基幹相談支援センター】 

■ 市町村又は市町村から委託を受けた特定・一般相談支援事業者が運営主体となり 

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、地域の実情に応じて以下 

の業務等を総合的に行う。 
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ア．総合相談・専門相談 

・総合的な相談支援（３障害対応）の実施 

・専門的な相談支援の実施 

イ．地域の相談支援体制の強化の取組 

・相談支援事業者への専門的指導、助言 

・相談支援事業者の人材育成 

・相談機関との連携強化の取組 

ウ．地域移行・地域定着 

・入所施設や精神科病院への働きかけ 

・地域の体制整備に係るコーディネート 

エ．権利擁護・虐待防止 

・成年後見制度利用支援事業 

・虐待防止（※市町村障害者虐待防止センターを兼ねることが可能） 

 

○ また、障害者総合支援法において、 

① 基幹相談支援センターの設置者は、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、

民生委員、身体・知的障害者相談員、意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣す

る事業の関係者等との連携に努めなければならない旨を規定するとともに《障害者

総合支援法第 77 条の２第５項》 

 

② 身体・知的障害者相談員は、身体・知的障害者が障害福祉サービス等のサービス

を円滑に利用できるように配慮し、障害福祉サービス事業者等との連携を保って業

務を行うよう努めなければならない旨を規定。《身体障害者福祉法第 12 条の３第４

項及び知的障害者福祉法第 15 条の２第４項》 
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（３）自立支援協議会の法定化 

 

  ○ 地域の支援体制づくりの重要な役割を果たす自立支援協議会の位置付けが法律上

不明確であるという課題を踏まえ、設置の促進や運営の活性化を図る観点から、改正

障害者自立支援法において、自立支援協議会を法定化。《障害者自立支援法第 89 条の

２》 

 

【自立支援協議会】 

   ■ 関係機関、関係団体及び障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に

従事する者その他の関係者（以下、「関係機関等」という。）が相互の連絡を図るこ

とにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、

関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備につい

て協議を行い、障害者等への支援体制の整備を図ることを目的として設置する機関。 

 

   ■ 都道府県及び市町村が自立支援協議会を設置したときは、障害福祉計画を定める

場合や変更しようとする場合において、あらかじめ、自立支援協議会の意見を聴く

ように努めなければならない。 

 

○ また、障害者総合支援法において、自立支援協議会の名称について、地域の実情に

応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化。《障害者

総合支援法第 89 条の３》 

 

   ア．名称の変更 

・名称を、地域の実情に応じて変更できるよう協議会に改める。 

   イ．構成員 

    ・協議会の構成員に障害者等及びその家族が含まれる旨を明記。 

   ウ．協議会の設置 

    ・地方公共団体は協議会を設置するよう努めるものとする。 
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（４）障害者等に対する意思決定支援 

 

  ○ 障害者総合支援法において、指定障害福祉サービス事業者等は、障害者等の意思決

定支援に配慮するとともに、常に障害者等の立場に立って支援を行うように努めなけ

ればならない旨を規定。《障害者総合支援法第 42 条等》 

 

・ 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者等は、障害者の 

意思決定の支援に配慮するとともに、常にその立場に立って支援を行うよう努め 

なければならない。《障害者総合支援法第 42 条及び第 51 条の 22》 

 

   ・ 指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等の設置者等は、障害児及び 

その保護者の意思を出来る限り尊重するとともに、常にその立場に立って支援を 

行うよう努めなければならない。《児童福祉法第 21 条の５の 17、第 24 条の 11 

及び第 24 条の 30》 

 

    ※ 市町村は、知的障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、知的障害者の支援体 

制の整備に努めなければならない。《知的障害者福祉法第 15 条の３》 
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２．成年後見制度の利用促進等 

 

 ○ 成年後見制度利用支援事業について、相談支援事業の事業内容の一つであるものの未

実施市町村があるという課題を踏まえ、改正障害者自立支援法において、法律上、市町

村地域生活支援事業の必須事業として規定。《障害者自立支援法第 77 条第１項第１号の

２》 

 

【成年後見制度利用支援事業】 

   ■ 障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障害者又は精神障害者で

あり、後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、補助を受けなければ成年

後見制度の利用が困難であると認められる者に対し、市町村が助成を行う事業。 

 

○ また、障害者総合支援法において、市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業と

して、後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を

行う事業を追加。《障害者総合支援法第 77 条第１項第５号》 

 

※ その他、改正知的障害者福祉法において、市町村・都道府県は、後見等の業務を適

正に行うことができる人材の活用を図るため、後見等の業務を適正に行うことができ

る者を家庭裁判所に推薦すること等に努めなければならない旨を規定。《知的障害者

福祉法第 28 条の２》 
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